
薬第６８３－４号 

令和７年１１月１２日 

 

さいたま市保健衛生局長 

川 越 市 保 健 所 長 

越 谷 市 保 健 所 長 

川 口 市 保 健 部 長 

 

 

埼玉県保健医療部長  
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一般用医薬品としての緊急避妊薬の販売に係る医療機関との 

包括連携方法の周知について（通知） 

 

保健医療行政の推進につきましては、日頃格別の御協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

令和７年10月28日付け医薬総発1028第１号、医薬薬審発1008第１号で厚生労働省

医薬局総務課長等から「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の

産婦人科医等との連携体制の構築について」が通知されたところです。 

今般、上記通知をうけ、一般社団法人埼玉県薬剤師会会長から下記のとおり周知依頼

がありましたのでお知らせします。 

なお、本通知は、薬務課ホームページ（https://www.pref.saitama.lg.jp/a0707/hanba

i/r040401~.html）に掲載しておりますので、貴所管内関係事業者に周知くださるようお

願いします。 

 
記 

・ 一般用医薬品としての緊急避妊薬の販売に係る医療機関との包括連携方法の周知に

ついて（令和７年11月10日付け埼薬第221号） 

 

なお、本通知に関するお問い合わせは、「一般社団法人埼玉県薬剤師会 業務課（０４

８－８２７－００６０）」にお願いします。 

 

担当 薬務課販売指導担当 

電話 ０４８－８３０－３６２２ 

様 
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